
…はい …いいえ

相続税、贈与税、消費税、譲渡所得、外国株などの申告がある
※株や土地を売って得た収入は譲渡所得になります

住宅借入金等特別控除の 住宅借入金等特別控除の申告は
申告がある 初めてである

収入は給与収入、年金収入、 営業収入、農業収入、不動産収入の 白色申告である
保険の満期金や解約一時金の いずれかの収入がある人
いずれかのみである

給与収入と年金収入どちらもある 給与収入がなく、年金収入がある場合：年金収入が400万円以下である
年金収入がなく、給与収入がある場合：給与収入1か所のみ

所得税が引かれている

2．税理士・税務署職員受付
又は

3.自主申告コーナーサポートあり/4.サポートなし

1．町職員受付
又は

3.自主申告コーナーサポートあり/4.サポートなし

税
務
署

確定申告は不要です
市町村申告を行ってください


